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ー
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教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
則�

　
　

一

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

　
　

二

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則�

　
　

三

〇
校
長
及
び
教
員
の
採
用
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

　
　

四

〇
県
立
学
校
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

　

一
三

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
訓
令�

　

一
三

〇
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令�

　

一
四

〇
宮
城
県
教
育
庁
本
庁
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令�

　

一
六

〇
地
方
機
関
等
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令�

　

一
七

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ

れ
る
者
で
あ
る
も
の
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令�
　

一
八

〇
宮
城
県
教
育
庁
等
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令�
　

二
一

教
育
委
員
会

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

　
　
　

宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
規
則

　

（
趣
旨
）

第�

一
条　

こ
の
規
則
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
公
布
さ
れ
て
い
る
規
則
（
以
下
「
既
存
規
則
」
と
い
う
。）
の

形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
形
式
の
変
更
）

第
二
条　

既
存
規
則
の
形
式
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

　

一�　

既
存
規
則
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
規
則
（
以
下
「
改
正
後
規
則
」
と
い
う
。）
に

お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
規
則
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
規
則
に
お
け
る
左
方
と
す
る
。

　

二�　

改
正
後
規
則
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
の
順
序
は
、
既
存
規
則
に
お
け
る
文
字
の
順
序

と
す
る
。

２�　

前
項
の
規
定
は
、
既
存
規
則
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
（
別
表
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

　

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条　

既
存
規
則
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
改
め
る
。

一�　

章
、
節
、
款
、
条
、
表
及
び
様
式
の
番
号
に
用
い
ら
れ

て
い
る
漢
数
字

ア
ラ
ビ
ア
数
字

二�　

号
の
番
号
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数
字

三�　

号
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
当
該
文
字

五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

四�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

ア
ラ
ビ
ア
数
字

五�　

漢
数
字
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

　

１�　

固
有
名
詞
の
一
部
又
は
全
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
も
の

　

２�　

熟
語
の
一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の

　

３�　

数
量
又
は
順
序
を
示
す
意
味
が
薄
く
他
の
数
字
に
置

き
換
え
て
の
表
現
が
み
ら
れ
な
い
も
の

　

４�　

数
の
単
位
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
（
十
、
百

及
び
千
を
除
く
。）

　

５　

一
の
項
及
び
二
の
項
に
定
め
る
も
の

ア
ラ
ビ
ア
数
字
（
漢
数
字
を
区
切
る
読
点
は
削

り
、
三
桁
ご
と
に
コ
ン
マ
に
よ
っ
て
区
切
る
と

と
も
に
、
小
数
点
を
表
す
中
点
は
ピ
リ
オ
ド
に

改
め
る
。）

六�　

左
（
文
面
上
の
位
置
又
は
方
向
を
示
す
た
め
に
用
い
ら

次
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れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。）

七　

上
欄

左
欄

八　

下
欄

右
欄

九�　

よ
う
音
に
用
い
る
「
や
」、「
ゆ
」、「
よ
」、「
ヤ
」、「
ユ
」

又
は
「
ヨ
」

そ
れ
ぞ
れ
「
ゃ
」、「
ゅ
」、「
ょ
」、「
ャ
」、「
ュ
」

又
は
「
ョ
」

十　

促
音
に
用
い
る
「
つ
」
又
は
「
ツ
」

そ
れ
ぞ
れ
「
っ
」
又
は
「
ッ
」

十
一　

読
点
と
し
て
表
記
す
る
「
，
」

「
、
」

２�　

前
項
の
表
六
の
項
か
ら
八
の
項
ま
で
の
規
定
は
、
既
存
規
則
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表

及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３�　

第
一
項
の
表
三
の
項
、
四
の
項
及
び
六
の
項
か
ら
十
一
の
項
ま
で
の
規
定
は
、
法
令
の
規
定
を
引
用
す
る
部
分
に

つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

４�　

前
三
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
委
任
）

第
四
条　

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

　
　
　

宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
七
条
中
「
高
校
財
務
・
就
学
支
援
室
」
の
下
に
「
、
高
校
教
育
創
造
室
」
を
加
え
る
。

　

第
八
条
中
第
二
十
二
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
第
二
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

二
十
二　

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
条
中
第
九
号
を
削
り
、
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。

　

三　

学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
調
整
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
二
条
中
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
削
り
、
第
四
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
十
二
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
高
校
教
育
創
造
室
）

第
十
二
条
の
三　

高
校
教
育
創
造
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

県
立
高
校
将
来
構
想
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

高
等
学
校
及
び
県
立
中
学
校
の
設
置
及
び
廃
止
に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

高
等
学
校
及
び
県
立
中
学
校
の
組
織
編
成
及
び
収
容
定
員
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
高
校
財
務
・
就
学
支
援
室
」
の
下
に
「
及
び
高
校
教
育
創
造
室
」
を
加
え

る
。

　

第
十
七
条
第
二
項
中
「
各
号
に
掲
げ
る
職
」
を
「
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
（
課
及
び
室
の
特
定
の
専
門
的
事
項
に
関

す
る
事
務
を
掌
理
す
る
職
を
い
う
。）」
に
、「
同
号
に
掲
げ
る
組
織
」
を
「
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
組
織
」
に
、「
同
号

に
定
め
る
と
お
り
」
を
「
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
の
表
を
同
項
の
表
に
改
め
、
第
一

号
及
び
第
二
号
を
削
る
。

第
二
十
六
条
の
表
中

「

宮
城
県
大
河
原
商
業
高
等
学
校

柴
田
郡
大
河
原
町

を

宮
城
県
柴
田
農
林
高
等
学
校

宮
城
県
大
河
原
産
業
高
等
学
校

」

「

宮
城
県
大
河
原
産
業
高
等
学
校

柴
田
郡
大
河
原
町

」
に
、

「

宮
城
県
立
視
覚
支
援
学
校

仙
台
市

宮
城
県
立
聴
覚
支
援
学
校

宮
城
県
立
光
明
支
援
学
校

宮
城
県
立
小
松
島
支
援
学
校

を
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宮
城
県
立
秋
保
か
が
や
き
支
援
学
校

宮
城
県
立
拓
桃
支
援
学
校

宮
城
県
立
西
多
賀
支
援
学
校

」

「

宮
城
県
立
視
覚
支
援
学
校

仙
台
市

宮
城
県
立
聴
覚
支
援
学
校

宮
城
県
立
光
明
支
援
学
校

宮
城
県
立
小
松
島
支
援
学
校

に
改
め
る
。

宮
城
県
立
秋
保
か
が
や
き
支
援
学
校

宮
城
県
立
松
陵
支
援
学
校

宮
城
県
立
拓
桃
支
援
学
校

宮
城
県
立
西
多
賀
支
援
学
校

」

　

第
二
十
七
条
第
二
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

名　
　
　
　
　
　

称

位　
　

置

宮
城
県
石
巻
北
高
等
学
校

飯
野
川
校

石
巻
市

宮
城
県
白
石
高
等
学
校

蔵
王
キ
ャ
ン
パ
ス

刈
田
郡
蔵
王
町

宮
城
県
白
石
高
等
学
校

七
ヶ
宿
校

刈
田
郡
七
ヶ
宿
町

宮
城
県
築
館
高
等
学
校

一
迫
商
業
キ
ャ
ン
パ
ス

栗
原
市

宮
城
県
大
河
原
産
業
高
等
学
校

川
崎
校

柴
田
郡
川
崎
町

宮
城
県
立
聴
覚
支
援
学
校

小
牛
田
校

遠
田
郡
美
里
町

宮
城
県
立
松
陵
支
援
学
校

富
谷
校

富
谷
市

宮
城
県
立
名
取
支
援
学
校

名
取
が
丘
校

名
取
市

宮
城
県
立
角
田
支
援
学
校

白
石
校

白
石
市

宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校

塩
釜
校

塩
竈
市

別
表
第
二
第
二
号
の
表
中

「

県
立
高
等
学

県
立
高
等
学
校
将
来
構
想
審
議
会
条
例
（
平

同

を

校
将
来
構
想

審
議
会

成
二
十
年
宮
城
県
条
例
第
四
号
）
第
一
条
の

規
定
に
よ
る
県
立
高
等
学
校
の
在
り
方
に
関

す
る
総
合
的
か
つ
基
本
的
な
構
想
の
策
定
及

び
当
該
構
想
に
関
す
る
重
要
事
項
の
調
査
審

議
に
関
す
る
こ
と
。

宮
城
県
い
じ

め
防
止
対
策

調
査
委
員
会

い
じ
め
防
止
対
策
調
査
委
員
会
条
例
（
平
成

二
十
六
年
宮
城
県
条
例
第
六
号
）
第
二
条
の

規
定
に
よ
る
い
じ
め
防
止
等
の
た
め
の
有
効

な
対
策
に
関
す
る
事
項
、
重
大
事
態
そ
の
他

の
県
立
学
校
に
在
籍
す
る
児
童
等
に
係
る
い

じ
め
の
事
案
の
調
査
審
議
に
関
す
る
こ
と
。

同

」

「

宮
城
県
い
じ

い
じ
め
防
止
対
策
調
査
委
員
会
条
例
（
平
成

同

め
防
止
対
策

調
査
委
員
会

二
十
六
年
宮
城
県
条
例
第
六
号
）
第
二
条
の

規
定
に
よ
る
い
じ
め
防
止
等
の
た
め
の
有
効

な
対
策
に
関
す
る
事
項
、
重
大
事
態
そ
の
他

の
県
立
学
校
に
在
籍
す
る
児
童
等
に
係
る
い

じ
め
の
事
案
の
調
査
審
議
に
関
す
る
こ
と
。

に
改
め
る
。

県
立
高
等
学

校
将
来
構
想

審
議
会

県
立
高
等
学
校
将
来
構
想
審
議
会
条
例
（
平

成
二
十
年
宮
城
県
条
例
第
四
号
）
第
一
条
の

規
定
に
よ
る
県
立
高
等
学
校
の
在
り
方
に
関

高
校
教

育
創
造

室

す
る
総
合
的
か
つ
基
本
的
な
構
想
の
策
定
及

び
当
該
構
想
に
関
す
る
重
要
事
項
の
調
査
審

議
に
関
す
る
こ
と
。

」

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

　
　
　

宮
城
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則



号外第15号　令和７年３月31日　月曜日 （4）宮　　城　　県　　公　　報
　

宮
城
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
則
（
令
和
五
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
ニ
中
「
給
与
条
例
」
を
「
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城

県
条
例
第
二
十
九
号
。
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
を
ロ
か
ら

ニ
ま
で
と
し
、
ロ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
、
同
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上

げ
る
。

　
　

イ　

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
扶
養
親
族
が
あ
る
場
合
等
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

校
長
及
び
教
員
の
採
用
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号

　
　
　

校
長
及
び
教
員
の
採
用
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

校
長
及
び
教
員
の
採
用
手
続
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
及
び
教
員
」
を
「
並
び
に
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
及
び
栄
養
教
諭
（
以
下
「
教

員
」
と
い
う
。）」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
第
一
号
ハ
中
「
教
諭
の
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
場
合
（
」
の
下
に
「
第
一
号
及
び
」
を
加
え
る
。

　

第
三
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　

�　

た
だ
し
、
校
長
及
び
副
校
長
に
係
る
名
簿
は
、
そ
の
職
種
に
よ
る
区
分
を
せ
ず
に
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

　

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
１
号

職
員
番
号

宮
城
県
公
立
学
校
校
長
・
副
校
長
・
教
頭
・
主
幹
教
諭
採
用
願
書

出
願

区
分

※
受

験
番

号

ふ
り

が
な

氏
名

男
・
女

写
　
　
　
　
真

　
上
半
身
、
正
面
、

脱
帽
で
３
か
月

以
内
に
撮
影
し

た
も
の
　
　
　

（
4.5cm

×
3.5cm

）

生
年

月
日

年
　
　
　
月
　
　
　
日
生
（
　
　
　
才
）

本
籍

地

現
住

所

居
住

地

学
歴

大
学
　
　
　
　
　
　
　
学
部
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
卒
業

大
学
院
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
修
了

免
許

状

免
許
状
の
種
類
・
教
科
又
は
領
域

取
得
年
・
月

年
　
　
　
月
　

年
　
　
　
月
　

年
　
　
　
月
　

年
　
　
　
月
　

年
　
　
　
月
　

研
究

内
容

特
技

勤
務

先
（
職
名
ま
で
）

　
（
注
）
１
　
※
印
の
欄
は
記
入
し
な
い
こ
と
。

　
　
　
　
２
　
出
願
区
分
の
欄
に
は
、
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
又
は
主
幹
教
諭
の
い
ず
れ
か
を
記
入
す
る
こ
と
。



（5）　令和７年３月31日　月曜日 号外第15号宮　　城　　県　　公　　報
　

様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
２
号

履
歴

書

現
所

属

職
・
氏 ふ
り
が
な名

年
月

日
履

歴
事

項
発

令
庁

　
　
上
記
の
と
お
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
年

月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏

名

注
　
１
�　
学
歴
に
つ
い
て
は
、
最
終
の
も
の
の
み
と
し
、
そ
の
学
校
の
修
業
年
限
を
か
っ
こ
書
き
す
る
こ
と
。

　
　
２
　
資
格
（
免
許
）
に
つ
い
て
は
、
所
持
す
る
免
許
状
の
種
類
、
番
号
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

　
　
３
�　
職
歴
に
つ
い
て
は
、
就
職
、
転
任
、
休
職
、
免
職
（
休
職
、
退
職
、
免
職
に
つ
い
て
は
そ
の
理
由
）
賞

罰
を
記
載
し
、
給
与
は
現
号
俸
と
そ
の
発
令
年
月
日
の
み
と
す
る
こ
と
。



号外第15号　令和７年３月31日　月曜日 （6）宮　　城　　県　　公　　報
　

様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
３
号

人
物

証
明

書

現
所

属

職
・
氏 ふ
り
が
な名

　
１
　
所
属
長
記
入
事
項

観
察

事
項

観
察

内
容

学
校
の
リ
ー
ダ
ー
と
　

し
て
の
基
本
的
な
素
養

学
校
経
営
能
力

組
織
管
理
運
営
能
力

外
部
連
携
能
力

人
材
育
成
能
力

校
長
・
副
校
長
・
教
頭

・
主
幹
教
諭
と
し
て
の

適
格

性

　
２
　
市
町
村
教
育
委
員
会
教
育
長
記
入
事
項

所
見

　
　
上
記
の
と
お
り
証
明
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
年

月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
属
長
氏
名
�

印
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
町
村
教
育
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
教
育
長
氏
名
�

印
　
　
　



（7）　令和７年３月31日　月曜日 号外第15号宮　　城　　県　　公　　報
　

様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
４
号

へ
き
地
・
特
別
支
援
教
育
勤
務
等
調
書

現
所

属

職
・
氏 ふ
り
が
な名

区
分

期
間

摘
要

　
　
上
記
の
と
お
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
年

月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
名

注
意
　
１
�　
区
分
欄
に
は
、
へ
き
地
教
育
、
特
別
支
援
教
育
、
舎
監
、
派
遣
社
会
教
育
主
事
、
他
管
区
勤
務
及
び

表
彰
、
特
殊
技
能
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

　
　
　
２
�　
期
間
欄
に
は
、
始
期
、
終
期
を
明
記
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
表
彰
等
に
つ
い
て
は
年
月
日
を
記
載
す

る
こ
と
。

　
　
　
３
�　
摘
要
欄
に
は
、
勤
務
先
や
表
彰
、
特
殊
技
能
の
内
容
な
ど
特
記
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
簡
潔
に
記
載

す
る
こ
と
。



号外第15号　令和７年３月31日　月曜日 （8）宮　　城　　県　　公　　報
　

様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（9）　令和７年３月31日　月曜日 号外第15号宮　　城　　県　　公　　報

様式第 ５号

年度　　宮城県公立学校教員採用願書

出 願 者 区 分 受 験 校 種・ 職 受 験 教 科（科 目） 選 考 種 別 ※ 受 験 番 号

フ リ ガ ナ 性 別 写　　　　真
上半身、正面、脱帽で３か
月以内に撮影したもの　　氏 名

生　年　月　日 年　齢 日本国籍の有無

現 住 所

電 話 番 号

学　
　
　

歴

高 等 学 校
卒 業 年　・　月

年　　　　　月

大 学 等 大学　　・　　学部　　・　　学科名等 卒業（卒業見込）年・月

⑴ 年　　　　　月

⑵ 年　　　　　月

免 許 状

免許状の種類・教科又は領域 取得（取得見込）年・月

年　　　月　　　　

年　　　月　　　　

年　　　月　　　　

年　　　月　　　　

年　　　月　　　　

年　　　月　　　　

研 究 科 目
卒業論文の題目

所 属 し た
部 ・ ク ラ ブ 名

高等学校 大学等

そ の 他 の
社 会 活 動 等

高等学校 大学等

取 得 資 格 等

東京会場受験希望の有無 第 二 希 望 区 分

保 健 体 育 種 目 選 択 第 三 希 望 区 分

配 慮 申 請 の 有 無



号外第15号　令和７年３月31日　月曜日 （10）宮　　城　　県　　公　　報
　

様
式
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
６
号

履
歴

書

フ
リ
ガ
ナ

生
年
月
日

氏
名

年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　

年
月

日
履

歴
事

項
発
令
庁
等

学歴

　
　
・
　
　
・
　
　
か
ら

　
　
・
　
　
・
　
　
ま
で

　
　
・
　
　
・
　
　
か
ら

　
　
・
　
　
・
　
　
ま
で

　
　
・
　
　
・
　
　
か
ら

　
　
・
　
　
・
　
　
ま
で

　
　
・
　
　
・
　
　
か
ら

　
　
・
　
　
・
　
　
ま
で

職歴

　
　
・
　
　
・
　
　
か
ら

　
　
・
　
　
・
　
　
ま
で

　
　
・
　
　
・
　
　
か
ら

　
　
・
　
　
・
　
　
ま
で

　
　
・
　
　
・
　
　
か
ら

　
　
・
　
　
・
　
　
ま
で

　
　
・
　
　
・
　
　
か
ら

　
　
・
　
　
・
　
　
ま
で

　
　
・
　
　
・
　
　
か
ら

　
　
・
　
　
・
　
　
ま
で

　
　
・
　
　
・
　
　
か
ら

　
　
・
　
　
・
　
　
ま
で

　
　
・
　
　
・
　
　
か
ら

　
　
・
　
　
・
　
　
ま
で

　
　
・
　
　
・
　
　
か
ら

　
　
・
　
　
・
　
　
ま
で

　
　
・
　
　
・
　
　
か
ら

　
　
・
　
　
・
　
　
ま
で

　
　
・
　
　
・
　
　
か
ら

　
　
・
　
　
・
　
　
ま
で

　
　
・
　
　
・
　
　
か
ら

　
　
・
　
　
・
　
　
ま
で

　
　
・
　
　
・
　
　
か
ら

　
　
・
　
　
・
　
　
ま
で

賞　罰

　
　
・
　
　
・
　
　

　
　
・
　
　
・
　
　

　
　
・
　
　
・
　
　

　
　
・
　
　
・
　
　

　
　
上
記
の
と
お
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
　
名

（
注
）
「
履
歴
書
記
入
上
の
注
意
」
に
従
っ
て
記
入
す
る
こ
と
。

そ
の
他
の
取
得

免
許
・
資
格
等



（11）　令和７年３月31日　月曜日 号外第15号宮　　城　　県　　公　　報
　

様
式
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



号外第15号　令和７年３月31日　月曜日 （12）宮　　城　　県　　公　　報

様式第 ８号

再 任 用 採 用 願 書

提 出 年 月 日 　　年　　　月　　　日　 退職（予定）年月日 　　年　　　月　　　日　

所 属 ・ 職 名

氏 名
性別

□男

□女

生年月日

（年齢）

　　年　　月　　日生

（　　　歳）職 員 番 号

現 住 所 （〒　　　　　） 電話番号

退 職 後 の 住 所 （〒　　　　　） 電話番号

再任用希望の校種
　　□　市町村立小中学校（義務教育学校を含む。）
　　□　県立学校

免 許 状

免許状の種類・教科又は領域 取得年・月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

所 有 資 格 等

勤 務 年 数
小学校� 年　　　月 中学校� 年　　　月 義務教育学校� 年　　　月

高等学校� 年　　　月 中等教育学校� 年　　　月 特別支援学校� 年　　　月

希 望 勤 務 形 態

　　□　常勤（週38時間45分勤務）を希望する。
　　□　短時間勤務を希望する（希望がかなわない場合には常勤を希望する。）。
　　　　□　週23時間15分勤務希望　　　□　週15時間30分勤務希望
　　　　□　どちらでもよい
　　□　短時間勤務を希望する（希望がかなわない場合には再任用を希望しない。）。
　　　　□　週23時間15分勤務希望　　　□　週15時間30分勤務希望
　　　　□　どちらでもよい
　　□　常勤、短時間勤務のどちらでもよい。

希
望
勤
務
地

市 町 村 立�
小 中 学 校

　　□　大河原教育事務所管内　　　　　□　仙台教育事務所管内　　　　
　　□　北部教育事務所管内　　　　　　□　東部教育事務所管内
　　□　気仙沼教育事務所管内　　　　

県 立 学 校
　　□　東部北地区　　　　　　□　東部南地区　　　　　□　北部北地区
　　□　北部南地区　　　　　　□　中部地区　　　　　　□　南部地区

そ の 他 特 記 事 項

　【記入上の注意事項】
　　⑴　「年齢」欄は、再任用職員として勤務を希望する年度の４月１日現在における年齢を記入すること。
　　⑵　「退職後の住所」欄は、退職後の住所が現住所と異なる場合のみ記入すること。
　　⑶　「再任用希望の校種」欄は、「市町村立小中学校（義務教育学校を含む。）」又は「県立学校」のいずれかを選択すること。
　　⑷�　「希望勤務地」欄は、市町村立小中学校（義務教育学校を含む。）希望者は「市町村立小中学校」欄の、県立学校希望者は「県

立学校」欄の勤務地の中からそれぞれ選択すること（複数選択することが望ましい。）。
　　⑸　「その他特記事項」欄は、特に配慮を希望する事項等を記入すること。



（13）　令和７年３月31日　月曜日 号外第15号宮　　城　　県　　公　　報

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

県
立
学
校
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号

　
　
　

県
立
学
校
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

県
立
学
校
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
二
十
八
条
第
七
項
第
一
号
中
「
に
規
定
す
る
休
暇
（
校
長
以
外
の
職
員
に
あ
つ
て
は
、
引
き
続
く
七
日
以
上
の
も

の
に
限
る
。
た
だ
し
、
国
際
的
な
運
動
競
技
会
に
選
手
又
は
役
員
と
し
て
参
加
す
る
場
合
は
、
期
間
に
か
か
わ
ら
ず
教

育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
、
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
、
東
北
総
合
体
育
大
会
又
は
宮
城
県

民
体
育
大
会
に
選
手
又
は
役
員
と
し
て
参
加
す
る
場
合
及
び
全
国
高
等
学
校
総
合
体
育
大
会
又
は
全
国
中
学
校
総
合
体

育
大
会
に
役
員
と
し
て
参
加
す
る
場
合
は
、
期
間
に
か
か
わ
ら
ず
校
長
が
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。）」
を
「
及
び
第
三

十
二
号
に
規
定
す
る
休
暇
（
校
長
が
当
該
休
暇
を
取
得
す
る
場
合
に
限
る
。）」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
三
十
二

号
及
び
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

教
育
長　
　

佐　
　

藤　
　

靖　
　

彦　
　
　

　
　
　

宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
訓
令

　

（
趣
旨
）

第�

一
条　

こ
の
訓
令
は
、
こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
公
表
さ
れ
て
い
る
訓
令
（
以
下
「
既
存
訓
令
」
と
い
う
。）
の

形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
形
式
の
変
更
）

第�

二
条　

既
存
訓
令
の
形
式
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

　

一�　

既
存
訓
令
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
訓
令
（
以
下
「
改
正
後
訓
令
」
と
い
う
。）
に

お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
訓
令
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
訓
令
に
お
け
る
左
方
と
す
る
。

　

二�　

改
正
後
訓
令
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
の
順
序
は
、
既
存
訓
令
に
お
け
る
文
字
の
順
序

と
す
る
。

２�　

前
項
の
規
定
は
、
既
存
訓
令
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
（
別
表
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

　

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条　

既
存
訓
令
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
改
め
る
。

一�　

章
、
節
、
条
、
表
及
び
様
式
の
番
号
に
用
い
ら
れ
て
い

る
漢
数
字

ア
ラ
ビ
ア
数
字

二　

号
の
番
号
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
数
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数
字

三�　

号
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
当
該
文
字

五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

四�　

号
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て

い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

る
当
該
文
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
五
十
音
順
に
よ
る
片

仮
名

五�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
一
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

ア
ラ
ビ
ア
数
字

六�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
二
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

左
右
を
丸
括
弧
で
囲
ん
だ
ア
ラ
ビ
ア
数
字

七�　

表
中
そ
の
内
容
を
第
三
次
の
段
階
で
細
分
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
当
該
文
字

五
十
音
順
に
よ
る
片
仮
名

八　

漢
数
字
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

　

１�　

固
有
名
詞
の
一
部
又
は
全
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
も
の

　

２�　

熟
語
の
一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の

　

３�　

数
量
又
は
順
序
を
示
す
意
味
が
薄
く
他
の
数
字
に
置

ア
ラ
ビ
ア
数
字
（
漢
数
字
を
区
切
る
読
点
は
削

り
、
三
桁
ご
と
に
コ
ン
マ
に
よ
っ
て
区
切
る
と

と
も
に
、
小
数
点
を
表
す
中
点
は
ピ
リ
オ
ド
に

改
め
る
。）
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�

き
換
え
て
の
表
現
が
み
ら
れ
な
い
も
の

　

４�　

数
の
単
位
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
（
十
、
百

及
び
千
を
除
く
。）

　

５　

一
の
項
及
び
二
の
項
に
定
め
る
も
の

九　

上
欄

左
欄

十　

下
欄

右
欄

十�

一　

よ
う
音
に
用
い
る「
や
」、「
ゆ
」、「
よ
」、「
ヤ
」、「
ユ
」

又
は
「
ヨ
」

そ
れ
ぞ
れ
「
ゃ
」、「
ゅ
」、「
ょ
」、「
ャ
」、「
ュ
」

又
は
「
ョ
」

十
二　

促
音
に
用
い
る
「
つ
」
又
は
「
ツ
」

そ
れ
ぞ
れ
「
っ
」
又
は
「
ッ
」

十
三　

読
点
と
し
て
表
記
す
る
「
，
」

「
、
」

２�　

前
項
の
表
九
の
項
及
び
十
の
項
の
規
定
は
、
既
存
訓
令
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
及
び

様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３�　

第
一
項
の
表
三
の
項
か
ら
七
の
項
ま
で
及
び
九
の
項
か
ら
十
三
の
項
ま
で
の
規
定
は
、
法
令
の
規
定
を
引
用
す
る

部
分
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

４�　

前
三
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
委
任
）

第
四
条　

こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
訓
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号

　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

教
育
長　
　

佐　
　

藤　
　

靖　
　

彦　
　
　

　
　
　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
第
一
号
の
表
第
一
号
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

３�　

週
休
日
の
指
定
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
、
週
休
日
の
振

　
　

�

替
及
び
半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
、
休
憩
時
間
の
変
更

の
承
認
、
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
並
び
に
休
日
の
代

休
日
の
指
定

　
　

⑴�　

課
長
及
び
室
長
（
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
職
（
課
室
に
置

か
れ
る
職
を
除
く
。）
に
あ
る
者
を
含
む
。
18
を
除
き
、

以
下
こ
の
欄
に
お
い
て
「
課
長
」
と
い
う
。）

　
　

⑵�　

課
長
に
相
当
す
る
職
（
課
に
置
か
れ
る
職
に
限
る
。
二

１
を
除
き
、
以
下
こ
の
欄
に
お
い
て
同
じ
。）
に
あ
る
者

及
び
総
括
課
長
補
佐
の
職
に
あ
る
者
（
以
下
こ
の
欄
に
お

い
て
「
課
長
に
相
当
す
る
職
及
び
総
括
課
長
補
佐
」
と
い

う
。）

　
　

⑶　

⑴
及
び
⑵
以
外
の
所
属
職
員

副
教
育
長

課
長

総
括
課
長
補
佐

　

別
表
第
一
第
一
号
の
表
第
一
号
中
４
及
び
５
を
削
り
、
同
号
６
⑵
中
「（
課
に
置
か
れ
る
職
に
限
る
。
二
１
を
除
き
、

以
下
こ
の
欄
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
削
り
、
同
号
中
６
を
４
と
し
、
７
を
５
と
し
、
５
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

５　

病
気
休
暇
の
承
認

　
　

⑴　

課
長

　
　

⑵　

課
長
以
外
の
所
属
職
員

副
教
育
長

課
長

　

別
表
第
一
第
一
号
の
表
第
一
号
８
中
「
除
き
、
か
つ
、
課
長
及
び
課
長
に
相
当
す
る
職
以
外
の
所
属
職
員
に
係
る
引

き
続
く
七
日
未
満
の
も
の
に
限
る
。」
を
「
除
く
。」
に
改
め
、
同
号
中
８
を
６
と
し
、
６
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

７�　

課
長
の
職
員
勤
務
時
間
規
則
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
十

一
号
（
国
際
的
な
運
動
競
技
会
に
選
手
又
は
役
員
と
し
て
参

加
す
る
場
合
に
限
る
。）
か
ら
第
三
十
三
号
に
掲
げ
る
特
別

休
暇
の
承
認

副
教
育
長

　

別
表
第
一
第
一
号
の
表
第
一
号
中
９
を
８
と
し
、
10
か
ら
14
ま
で
を
１
ず
つ
繰
り
上
げ
、
13
中

「
　
　

⑵　

課
長
以
外
の
所
属
職
員

課
長

」
を

「
　
　

⑵　

課
長
に
相
当
す
る
職
及
び
総
括
課
長
補
佐

　
　

⑶　

⑴
及
び
⑵
以
外
の
所
属
職
員

課
長

総
括
課
長
補
佐

」
に
改
め
、
同
号

中
15
を
14
と
し
、
16
を
15
と
し
、
15
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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16�　

職
務
専
念
義
務
の
免
除
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
地
公
法
」
と
い
う
。）

第
五
十
五
条
第
八
項
に
掲
げ
る
場
合
に
限
る
。）
の
承
認

課
長

　

別
表
第
一
第
一
号
の
表
第
七
号
中
14
を
15
と
し
、
13
を
14
と
し
、
14
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

13　

宮
城
県
公
報
へ
の
登
載
依
頼

課
長

　

別
表
第
一
第
二
号
の
表
第
四
号
２
中
「
介
護
休
暇
」
の
上
に
「
学
校
以
外
の
機
関
の
職
員
の
」
を
加
え
、
同
号
２
⑴

中
「
所
長
等
」
の
上
に
「
課
長
及
び
」
を
加
え
、「（
校
長
を
除
く
。）」
を
削
り
、
同
表
中
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号

を
第
十
号
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
第
四
号
の
表
第
一
号
８
⑴
及
び
９
⑴
中
「
所
長
等
」
の
下
に
「（
校
長
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

　

別
表
第
一
第
四
号
の
表
第
二
号
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

１　

校
長
の
病
気
休
暇
の
承
認

課
長

　

別
表
第
一
第
四
号
の
表
第
二
号
２
中
「
を
除
き
、
か
つ
、
課
長
（
こ
れ
に
相
当
す
る
職
を
含
む
。
12
を
除
き
、
以
下

こ
の
欄
に
お
い
て
同
じ
。）
及
び
所
長
等
の
職
に
あ
る
者
以
外
の
職
員
に
あ
つ
て
は
引
き
続
く
七
日
以
上
の
も
の
に
限

る
。）
及
び
第
三
十
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
限
る
。）」
を
「
に
限
る
。）
か
ら
第
三
十
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
限
る
。）」

に
改
め
、
同
号
２
⑴
中
「
所
長
等
」
の
上
に
「
課
長
及
び
」
を
加
え
、
同
号
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

３�　

学
校
の
職
員
の
特
別
休
暇
（
校
長
に
あ
っ
て
は
学
校
職
員

勤
務
時
間
規
則
第
二
十
条
第
一
項
第
三
十
一
号
か
ら
第
三
十

三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
限
り
、
ま
た
、
校
長
以
外
の
職
員
に

あ
っ
て
は
同
項
第
三
十
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
限
る
。）
の

承
認

課
長

　

別
表
第
一
第
四
号
の
表
第
二
号
４
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

４�　

校
長
の
介
護
休
暇
の
指
定
期
間
の
指
定
並
び
に
承
認
及
び

そ
の
取
消
し

課
長

　

別
表
第
一
第
四
号
の
表
第
二
号
５
中
「
及
び
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
地

公
法
」
と
い
う
。）
第
五
十
五
条
第
八
項
」
を
削
り
、
同
号
７
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

７�　

学
校
の
職
員
の
営
利
企
業
等
の
従
事
（
営
利
を
目
的
と
す
る

　

�

私
企
業
を
営
む
こ
と
を
目
的
と
す
る
会
社
の
役
職
員
を
兼
ね
る

場
合
及
び
自
ら
営
利
を
目
的
と
す
る
私
企
業
を
営
む
場
合
に
限

る
。）
の
許
可
、
教
育
に
関
す
る
兼
業
等
の
承
認

課
長

　

別
表
第
一
第
四
号
の
表
第
四
号
中
「
県
立
学
校
管
理
規
則
」
を
「
県
立
学
校
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二

年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
。
以
下
「
県
立
学
校
管
理
規
則
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
表
中
第
五
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

六�　

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
年
度
中
途
に
お
け
る
教
職
員
定
数

の
配
当
（
特
別
支
援
教
育
課
の
分
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。）

課
長

　

別
表
第
一
第
五
号
の
表
中
第
七
号
を
削
る
。

　

別
表
第
二
第
一
号
の
表
第
一
号
７
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

７　

学
校
以
外
の
機
関
の
職
員
の
特
別
休
暇
の
承
認

　
　

⑴�　

職
員
勤
務
時
間
規
則
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら

第
十
号
ま
で
、
第
十
四
号
、
第
十
六
号
か
ら
第
三
十
号
に

掲
げ
る
特
別
休
暇

　
　

⑵�　

職
員
勤
務
時
間
規
則
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
十
一
号

（
国
際
的
な
運
動
競
技
会
に
選
手
又
は
役
員
と
し
て
参
加

す
る
場
合
を
除
く
。）
に
掲
げ
る
特
別
休
暇

　
　
　

イ　

所
長
等

　
　
　

ロ　

所
長
等
以
外
の
職
員

　
　

⑶�　

職
員
勤
務
時
間
規
則
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
十
一
号

（
国
際
的
な
運
動
競
技
会
に
選
手
又
は
役
員
と
し
て
参
加

す
る
場
合
に
限
る
。）
か
ら
第
三
十
三
号
に
掲
げ
る
特
別

休
暇

　
　
　

イ　

所
長
等

　
　
　

ロ　

所
長
等
以
外
の
職
員

所
長
等

副
教
育
長

所
長
等

副
教
育
長

教
職
員
課
長

　

別
表
第
二
第
一
号
の
表
第
一
号
８
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

８　

学
校
の
職
員
の
特
別
休
暇
の
承
認

　
　

⑴�　

学
校
職
員
勤
務
時
間
規
則
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
か

ら
第
十
号
ま
で
、
第
十
四
号
及
び
第
十
六
号
か
ら
第
三
十

号
に
掲
げ
る
特
別
休
暇

校
長
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⑵�　

学
校
職
員
勤
務
時
間
規
則
第
二
十
条
第
一
項
第
三
十
一

号
及
び
第
三
十
二
号
に
掲
げ
る
特
別
休
暇

　
　
　

イ　

校
長

　
　
　

ロ　

校
長
以
外
の
職
員

　
　

⑶�　

学
校
職
員
勤
務
時
間
規
則
第
二
十
条
第
一
項
第
三
十
三

号
に
掲
げ
る
特
別
休
暇

教
職
員
課
長

校
長

教
職
員
課
長

　

別
表
第
二
第
一
号
の
表
第
一
号
11
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

11　

病
気
休
暇
の
承
認

　
　

⑴　

所
長
等
（
校
長
を
除
く
。）

　
　

⑵　

校
長

副
教
育
長

教
職
員
課
長

　
　

⑶　

⑴
及
び
⑵
以
外
の
職
員

所
長
等

　

別
表
第
二
第
一
号
の
表
第
一
号
12
中
「
介
護
休
暇
」
の
上
に
「
学
校
以
外
の
機
関
の
職
員
の
」
を
加
え
、
同
号
中
23

を
25
と
し
、
19
か
ら
22
ま
で
を
２
ず
つ
繰
り
下
げ
、
21
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

20�　

学
校
の
職
員
の
報
酬
を
得
て
非
常
勤
の
消
防
団
員
と
兼
職

す
る
こ
と
の
承
認

校
長

　

別
表
第
二
第
一
号
中
18
を
19
と
し
、
17
を
18
と
し
、
18
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

18�　

学
校
の
職
員
の
営
利
企
業
等
の
従
事
（
営
利
を
目
的
と
す

る
私
企
業
を
営
む
こ
と
を
目
的
と
す
る
会
社
の
役
職
員
を
兼

ね
る
場
合
及
び
自
ら
営
利
を
目
的
と
す
る
私
企
業
を
営
む
場

合
に
限
る
。）
の
許
可

教
職
員
課
長

　

別
表
第
二
第
一
号
中
16
を
17
と
し
、
13
か
ら
15
ま
で
を
１
ず
つ
繰
り
下
げ
、
14
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

13�　

学
校
の
職
員
の
介
護
休
暇
の
指
定
期
間
の
指
定
並
び
に
承

認
及
び
そ
の
取
消
し

　
　

⑴　

校
長

　
　

⑵　

校
長
以
外
の
職
員

教
職
員
課
長

校
長

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号

　

宮
城
県
教
育
庁
本
庁
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

教
育
長　
　

佐　
　

藤　
　

靖　
　

彦　
　
　

　
　
　

宮
城
県
教
育
庁
本
庁
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
県
教
育
庁
本
庁
文
書
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
一
条
の
二
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三�　

電
子
文
書　

文
書
の
う
ち
、
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
で
あ
る
も
の
を
い
う
。

　

第
一
条
の
二
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
五
号
を
第
四
号
と
す
る
。

　

第
六
条
第
三
号
中
「
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
た
電
磁
的
記
録
で
あ
る
情
報
（
以
下
「
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
文

書
情
報
」
と
い
う
。）
の
送
信
の
際
に
当
該
情
報
」
を
「
電
子
文
書
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
の
二
の
見
出
し
を
「（
電
子
文
書
取
扱
担
当
者
）」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務

並
び
に
」
を
削
り
、「
電
子
文
書
取
扱
主
任
」
を
「
電
子
文
書
取
扱
担
当
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
電

子
文
書
取
扱
主
任
」
を
「
電
子
文
書
取
扱
担
当
者
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
第
二
項
中
「
電
子
情
報
（
以
下
「
文
書
情
報
」
と
い
う
。）」
を
「
情
報
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
第
二
項
第
二
号
⑵
中
「高

財
就
第

　
　

号

　
　

高
校
財
務

・就
学
支
援
室

」
を
、

　

「高
財
就
第

　
　

号

　
　

高
校
財
務

・就
学
支
援
室

　

　
　

高
創
第

　
　

号

　
　

高
校
教
育
創
造
室

　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
第
一
項
中
「
文
書
情
報
」
を
「
情
報
」
に
改
め
、
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
担
当
者

は
、」
を
削
り
、「
収
受
し
配
布
さ
れ
た
文
書
又
は
第
三
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
受
信
し
、
又
は
送
達
さ
れ
た
文
書

情
報
を
受
領
し
た
と
き
は
」
を
「
文
書
の
配
布
を
受
け
た
者
又
は
前
項
の
電
子
文
書
を
受
領
し
た
者
は
」
に
改
め
、「
又

は
文
書
情
報
」
を
削
り
、
同
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
及
び
第
四
項
」
を
削
り
、「
文
書
情
報
」
を
「
文
書
」

に
改
め
、
同
項
を
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３�　

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
主
務
課
に
送
信
さ
れ
た
電
子
文
書
又
は
主
務
課
に
配
布
さ
れ
た
電
子
文
書
が
保

存
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
は
、
主
務
課
に
お
い

て
受
領
し
て
、
収
受
す
る
も
の
と
す
る
（
電
子
文
書
に
電
子
署
名
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
必
要
に
応

じ
て
、
当
該
電
子
署
名
が
適
正
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
収
受
す
る
も
の
と
す
る
。）。
た
だ
し
、
当
該
電
子

文
書
又
は
当
該
電
磁
的
記
録
媒
体
が
そ
の
所
管
に
属
さ
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
電
子
文
書
（
電
磁
的
記
録
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媒
体
に
あ
つ
て
は
、
保
存
さ
れ
て
い
る
電
子
文
書
）
に
係
る
事
務
を
所
管
す
る
主
務
課
に
回
付
し
、
又
は
返
付
す
る

も
の
と
す
る
。

　

第
十
二
条
第
二
号
中
「
並
び
に
同
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
項
に
係
る
も
の
」
を
削
る
。

　

第
十
七
条
第
一
項
中
「
に
お
け
る
回
議
に
係
る
文
書
情
報
」
を
削
り
、「
総
合
文
書
シ
ス
テ
ム
及
び
」
の
下
に
「
書

面
に
よ
る
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
文
書
情
報
」
を
「
文
書
に
係
る
情
報
」
に
改
め
、
同

号
を
第
一
号
と
し
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
電
子
情
報
」
を
「
情
報
」
に
改
め
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第

四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
同
項
第
六
号
中
「
当
該
決
裁
済
の
文
書
情
報
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ

り
作
成
す
る
」
を
「
出
力
し
た
」
に
改
め
、
同
号
を
第
五
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
第
六
号
と
す
る
。

　

第
十
九
条
第
四
号
中
「
電
子
情
報
」
を
「
情
報
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
一
条
第
四
項
第
一
号
中
「
電
子
情
報
の
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
総
合
文
書
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
回
議
に

あ
つ
て
は
必
要
な
電
子
情
報
を
追
加
さ
せ
、
書
面
に
よ
る
回
議
に
あ
つ
て
は
参
考
資
料
」
を
「
必
要
な
資
料
」
に
改
め

る
。

　

第
二
十
九
条
の
見
出
し
中
「
の
押
印
」
を
「
及
び
電
子
署
名
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「（
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム

文
書
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
削
り
、「
押
さ
な
け
れ
ば
」
を
「
押
印
し
、
又
は
別
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
電
子
署
名
を
行
わ
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
ロ
中
「
押
す
べ
き
」
を
「
押
印
し
、
又
は
電
子
署

名
を
行
う
べ
き
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
に
次
の
た
だ
し
書
き
を
加
え
る
。

　
　

た
だ
し
、
電
子
署
名
を
行
う
電
子
文
書
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　

第
二
十
九
条
の
二
を
削
る
。

　

第
三
十
条
第
一
項
中
「（
総
合
文
書
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
施
行
す
る
文
書
及
び
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
文
書
を
除
く
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
は
、」
を
「
は
、
電
送
（
電
子
計
算
機
又
は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
利
用
し
た
情
報
の
送
信
を

い
う
。
次
項
及
び
第
五
項
を
除
き
、
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
よ
る
場
合
を
除
き
、」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
削

り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
前
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
、「
郵
送
、
手
渡
し
又
は

使
送
に
よ
り
行
う
ほ
か
、
電
送
（
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
又
は
電
子
計
算
機
に
よ
る
送
信
を
い
い
、
総
合
文
書
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
文
書
情
報
の
送
信
を
含
み
、
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
文
書
情
報
の
送
信
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）
に
よ
り
行
う
こ
と
が

で
き
る
」
を
「
原
則
と
し
て
、
電
送
（
電
子
計
算
機
を
利
用
し
た
情
報
の
送
信
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に

お
い
て
同
じ
。）
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
の
送
付
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
当
該
決
裁

済
の
文
書
情
報
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
作
成
し
た
」
を
「
出
力
し
た
」
に
改
め
、「
以
下
こ
の
条
及
び
」
を
削
り
、「
第

一
項
た
だ
し
書
き
、
前
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
施
行
す
る
文
書
」
を
「
手
渡
し
又
は
使
送
に
よ
り
施
行
す
る
文

書
及
び
電
送
に
よ
り
施
行
す
る
電
子
文
書
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
総
合
文
書
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
施
行
す
る
文
書

及
び
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
文
書
」
を
「
電
子
署
名
を
行
つ
た
電
子
文
書
」
に
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
文
書
情
報
を
送
信
す
る

こ
と
に
よ
り
」
を
「
電
送
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
の
送
付
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
電
送
は
、

第
六
条
第
二
号
及
び
本
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
電
送
を
し
よ
う
と
す
る
文
書
に
係
る
事
務
を
担
当
す

る
者
が
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
を
削
る
。

　

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
発
送
済
の
」
の
下
に
「
文
書
に
係
る
」
を
加
え
、
同
項
及
び
第
二
項
中
「
決
裁
済
の
文
書

情
報
」
を
「
原
議
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
四
号

　

地
方
機
関
等
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

教
育
長　
　

佐　
　

藤　
　

靖　
　

彦　
　
　

　
　
　

地
方
機
関
等
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

地
方
機
関
等
文
書
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
の
二
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三�　

電
子
文
書　

文
書
の
う
ち
、
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
で
あ
る
も
の
を
い
う
。

　

第
一
条
の
二
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
五
号
を
第
四
号
と
す
る
。

　

第
三
条
第
二
項
中
「
地
方
機
関
等
に
お
け
る
」
を
削
る
。

　

第
六
条
第
三
号
中
「
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
た
電
磁
的
記
録
で
あ
る
情
報
（
以
下
「
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
文

書
情
報
」
と
い
う
。）
の
送
信
の
際
に
当
該
情
報
」
を
「
電
子
文
書
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
の
二
の
見
出
し
を
「（
電
子
文
書
取
扱
担
当
者
）」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務

並
び
に
」
を
削
り
、「
電
子
文
書
取
扱
主
任
」
を
「
電
子
文
書
取
扱
担
当
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
電

子
文
書
取
扱
主
任
」
を
「
電
子
文
書
取
扱
担
当
者
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
第
一
項
中
「
電
子
情
報
（
以
下
「
文
書
情
報
」
と
い
う
。）」
を
「
情
報
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
第
一
項
中
「
文
書
情
報
」
を
「
情
報
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
主

務
者
は
、」
を
削
り
、「
規
定
に
よ
り
収
受
し
配
布
さ
れ
た
文
書
又
は
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
受
信
し
、」

を
「
文
書
の
配
布
を
受
け
た
者
」
に
、「
送
達
さ
れ
た
文
書
情
報
を
受
領
し
た
と
き
」
を
「
前
項
の
電
子
文
書
を
受
領

し
た
者
」
に
、「
電
磁
的
記
録
で
受
信
し
、
又
は
送
達
さ
れ
た
文
書
情
報
（
総
合
文
書
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
受
信
し
た
文

書
情
報
を
除
く
。）」
を
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
受
領
し
た
電
子
文
書
」
に
改
め
、
同
項
を
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項

中
「
及
び
第
三
項
」
を
削
り
、
同
項
を
第
四
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
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前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
主
務
班
（
学
校
に
お
い
て
は
、
文
書
取
扱
主
任
。）
に
送
信
さ
れ
た
電
子
文
書
又

は
主
務
班
に
配
布
さ
れ
た
電
子
文
書
が
保
存
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）
は
、
主
務
班
に
お
い
て
受
領
し
て
、
収
受
す
る
も
の
と
す
る
（
電
子
文
書
に
電
子
署
名
が
行
わ

れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
当
該
電
子
署
名
が
適
正
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
収
受
す

る
も
の
と
す
る
。）。
た
だ
し
、
当
該
電
子
文
書
又
は
当
該
電
磁
的
記
録
媒
体
が
そ
の
所
管
に
属
さ
な
い
も
の
で
あ
る

と
き
は
、
当
該
電
子
文
書
（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
あ
つ
て
は
、
保
存
さ
れ
て
い
る
電
子
文
書
）
に
係
る
事
務
を
所
管

す
る
主
務
班
に
回
付
し
、
又
は
返
付
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
十
六
条
第
一
項
中
「
に
お
け
る
回
議
に
係
る
文
書
情
報
」
を
削
り
、「
総
合
文
書
シ
ス
テ
ム
及
び
」
の
下
に
「
書

面
に
よ
る
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
文
書
情
報
」
を
「
文
書
に
係
る
情
報
」
に
改
め
、
同

号
を
第
一
号
と
し
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
電
子
情
報
」
を
「
情
報
」
に
改
め
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第

四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
項
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
同
項
第
六
号
中
「
当
該
決
裁
済
の
文
書
情
報
を
出
力
す
る
こ
と

に
よ
り
作
成
す
る
」
を
「
出
力
し
た
」
に
改
め
、
同
号
を
第
五
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
第
六
号
と
す
る
。

　

第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
中
「
電
子
情
報
の
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
総
合
文
書
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
回
議
に
あ

つ
て
は
必
要
な
電
子
情
報
を
追
加
さ
せ
、
書
面
に
よ
る
回
議
に
あ
つ
て
は
参
考
資
料
」
を
「
必
要
な
資
料
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
四
条
の
見
出
し
中
「
の
押
印
」
を
「
及
び
電
子
署
名
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「（
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム

文
書
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
削
り
、「
押
さ
な
け
れ
ば
」
を
「
押
印
し
、
又
は
別
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
電
子
署
名
を
行
わ
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
ロ
中
「
押
す
べ
き
」
を
「
押
印
し
、
又
は
電
子
署

名
を
行
う
べ
き
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
に
次
の
た
だ
し
書
き
を
加
え
る
。

　
　

た
だ
し
、
電
子
署
名
を
行
う
文
書
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　

第
二
十
四
条
の
二
を
削
る
。

　

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「（
総
合
文
書
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
施
行
す
る
文
書
及
び
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
文
書
を
除
く
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
は
、」
を
「
は
、
電
送
（
電
子
計
算
機
又
は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
利
用
し
た
情
報
の
送
信

を
い
う
。
次
項
及
び
第
五
項
を
除
き
、
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
よ
る
場
合
を
除
き
、」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書

き
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
急
を
要
す
る
も
の
は
、
随
時
発
送
す
る
こ
と
」
を
「
説
明
を
要
す
る
も
の
又
は
緊
急
を

要
す
る
も
の
は
、
主
務
者
に
お
い
て
郵
送
、
手
渡
し
又
は
使
送
に
よ
り
発
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
前
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
、「
郵
送
、
手
渡
し
又
は
使
送
に
よ
り

行
う
ほ
か
、
電
送
（
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
又
は
端
末
装
置
に
よ
る
送
信
を
い
い
、
総
合
文
書
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
文
書
情
報
の

送
信
を
含
み
、
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
文
書
情
報
の
送
信
を
除
く
。）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
を
「
原
則
と
し
て
、

電
送
（
電
子
計
算
機
を
利
用
し
た
情
報
の
送
信
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。）
又
は
電
磁
的

記
録
媒
体
の
送
付
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
当
該
決
裁
済
の
文
書
情
報
を
出
力
す
る

こ
と
に
よ
り
作
成
」
を
「
出
力
」
に
改
め
、「
以
下
こ
の
条
及
び
」
を
削
り
、「
第
一
項
第
一
号
た
だ
し
書
、
前
項
及
び

第
六
項
の
規
定
に
よ
り
施
行
す
る
文
書
」
を
「
手
渡
し
又
は
使
送
に
よ
り
施
行
す
る
文
書
及
び
電
送
に
よ
り
施
行
す
る

電
子
文
書
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
総
合
文
書
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
施
行
す
る
文
書
及
び
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
文
書
」

を
「
電
子
署
名
を
行
つ
た
電
子
文
書
」
に
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
文
書
情
報
を
送
信
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
」

を
「
電
送
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
の
送
付
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
電
送
は
、
第
六
条
第
二

号
及
び
本
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
主
務
者
が
行
う
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
を
削
る
。

　

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
発
送
済
の
」
の
下
に
「
文
書
に
係
る
」
を
加
え
、
同
項
及
び
同
条
第
二
項
中
「
決
裁
済
の

文
書
情
報
」
を
「
原
議
」
に
改
め
る
。

　

別
表
（
第
九
条
関
係
）
中
「宮

城
県
大
河
原
商
業
高
等
学
校　
　
大
商

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
城
県
柴
田
農
林
高
等
学
校　
　
　
柴
農

」
を
削
り
、

「宮
城
県
立
秋
保
か
が
や
き
支
援
学
校　
　
秋
支

」
を

「宮
城
県
立
秋
保
か
が
や
き
支
援
学
校　
　
秋
支

　

　

宮
城
県
立
松
陵
支
援
学
校　
　
　
　
　
　
松
支

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
五
号

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
者
で
あ
る
も
の
の
給
与
に

関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

教
育
長　
　

佐　
　

藤　
　

靖　
　

彦　
　
　

　
　
　

�

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
者
で
あ
る
も
の
の
給

与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
者
で
あ
る
も
の
の
給
与
に

関
す
る
規
程
（
令
和
二
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
表
第
三
（
第
四
条
関
係
）

上
位
級
決
定
時
号
俸
対
応
表

採
用
の
日
の
前
日
に
受
け

て
い
た
号
俸

上
位
級
の
号
俸

２
級

３
級

４
級

５
級

1
1

1
1

1

2
1

1
1

1

3
1

1
1

1

4
1

1
1

1

5
1

1
1

1

6
1

1
1

1

7
1

1
1

1

8
1

1
1

1

9
1

1
1

1

10
1

1
1

1

11
1

1
1

1

12
1

1
1

1

13
1

1
1

1

14
1

2
1

1

15
1

3
1

1

16
1

4
1

1

17
1

5
1

1

18
1

6
1

1

19
1

7
1

1

20
1

8
1

1

21
1

9
1

1

22
2

10
1

1

23
3

11
1

2

24
4

12
1

2

25
5

13
1

3

26
6

13
1

3

27
7

14
1

4

28
8

14
1

4

29
9

15
1

5

30
10

15
2

6

31
11

16
3

7

32
12

16
4

8

33
13

17
5

9

34
14

18
6

9

35
15

19
7

10

36
16

20
8

10

37
17

21
9

11

38
18

22
10

11

39
19

23
11

12

40
20

24
12

12

41
21

25
13

13

42
22

26
14

13

43
23

27
15

14

44
24

28
16

14

45
25

29
17

15

46
26

29
18

15

47
27

30
19

16

48
28

30
20

16

49
29

31
21

17

50
30

31
22

17

51
31

32
23

18

52
32

32
24

18

53
33

33
25

19

54
34

34
26

19

55
35

35
27

20

56
36

36
28

20
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52
53

58
29

88
52

54
58

29

89
52

54
59

30

90
52

54
59

30

91
53

55
60

30

92
53

55
60

30

93
53

55
61

30

94
53

56
61

30

95
53

56
62

31

96
54

56
62

31

97
54

57
63

31

98
54

57
63

99
54

57
64

100
54

58
64

101
55

58
65

102
55

58
66

103
55

59
67

104
55

59
68

105
55

59
69

106
60

69

107
60

70

108
60

70

109
61

71

110
61

71

111
61

72

112
61

72

113
62

72

114
62

72

115
62

72

116
62

72

57
37

37
29

21

58
38

38
30

21

59
39

39
31

22

60
40

40
32

22

61
41

41
33

23

62
42

42
34

23

63
43

43
35

24

64
44

44
36

24

65
45

45
37

25

66
45

45
38

25

67
45

46
39

25

68
46

46
40

25

69
46

47
41

26

70
46

47
42

26

71
47

48
43

26

72
47

48
44

26

73
47

49
45

27

74
48

49
46

27

75
48

49
47

27

76
48

50
48

27

77
49

50
49

28

78
49

50
50

28

79
49

51
51

28

80
50

51
52

28

81
50

51
53

28

82
50

52
54

28

83
51

52
55

29

84
51

52
56

29

85
51

53
57

29

86
52

53
57

29



（21）　令和７年３月31日　月曜日 号外第15号宮　　城　　県　　公　　報

　

別
表
第
四
１
級
の
項
中
「37号
俸

」
を
「21号

俸

」
に
、
同
表
３
級
の
項
中
「17号

俸

」
を
「13号

俸

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
六
号

　

宮
城
県
教
育
庁
等
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

教
育
長　
　

佐　
　

藤　
　

靖　
　

彦　
　
　

　
　
　

宮
城
県
教
育
庁
等
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
県
教
育
庁
等
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
））」
の
下
に
「
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す

る
特
別
職
（
非
常
勤
の
も
の
に
限
る
。）
及
び
」
を
加
え
、「
及
び
臨
時
職
員
」
を
削
る
。

　

附
則
第
二
項
か
ら
第
四
項
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
見
出
し
及
び
項
番
号
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

117
63

72

118
63

72

119
63

72

120
63

72

121
63

72

122
63

72

123
63

72

124
63

72

125
63

72

126
63

72

127
63

72

128
63

72

129
63

72

130
63

131
63

132
63

133
63

134
63

135
63

136
63

137
63

備
考
　
こ
の
表
の
上
位
級
の
号
俸
欄
中
「
２
級
」
等
と
あ
る
の
は
、
そ
の
者
の
決
定
さ
れ
た
職
務
の
級
を
示
す
。


